
土 地 利 用 フ ロ ー 図 

 

伊東市において、下記土地利用フロー図内の□のような行為を行う場合は、申請等が必要

となります。 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         建築物を伴わない 

太陽光発電施設を除く 

 

 

 

                 

  

造成及び開発区域の面積

が 1,000 ㎡以上か？ 

 

中高層の建築物を

建てるか？ 

Yes 

No No 

伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づく手続き 

土地利用に係る

申請等不要 

Yes 

造成及び開発区域の面積

が 50,000 ㎡以上 

静岡県土地利用事業の適正化に関する

指導要綱に基づく手続き 

個別法等に基づく手続き 


